
第１２号議案 

 

   東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改

正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  平成２６年２月７日 

 

提出者 東京都台東区長  吉   住    弘 

 

（提案理由） 

 この案は、清掃関係業務手当の額を改定するため提出します。 



   東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改

正する条例 

 

 東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１１年３

月台東区条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第２項中「１,０００円」を「７００円」に改める。 

 第７条中「、規則で定める特殊勤務手当を除き」を削る。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に、この

条例による改正前の東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する

条例の規定により支給が確定した特殊勤務手当で、施行日以後

に支給するものについては、なお従前の例による。 

３ 次の各号に掲げる期間内において、この条例による改正後の

第６条第１項に規定する職員が、廃棄物の収集作業又は自動車

による運搬作業に従事したときは、同条第２項の規定にかかわ

らず、同条の規定により支給する手当の額に当該各号に掲げる

額を加算して支給する。この場合において、当該従事した作業

が作業単位の２分の１に満たないときは、当該加算する額の２

分の１に相当する額を加算する。 

 (１) 施行日から平成２７年３月３１日まで 従事した日１日

につき２００円 

 (２) 平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 従



事した日１日につき１００円 


